
空き家のお悩み、うかがいます。

家を
貸したい！

家の管理が
心配…

相続って
どうしたら
いいの？

自分の土地が
どこまでか
分からない

家を
売りたい！

あま市
空き家
相談会

参加無料
※事前予約制

日 時

場 所

内 容

申 込

令和８年１月３０日（金）

あま市役所 ２階 Ａ１、Ａ２会議室

専門家等へ個別相談

１月５日（月）から１月２３日（金）まで

電話、ファックスまたはメールでお申し込みください。

あま市 建設産業部都市計画課

TEL ０５２－４４１－７１１２
FAX ０５２－４４１－８３８７

E-mail kenchiku@city.ama.lg.jp

※ ＦＡＸ及びメールでのお申込みの場合、相談シートの提出が必要となります。
相談シートにつきましては、市公式ウェブサイトに掲載しております。

※午前の部：午前9時30分～正午まで
午後の部：午後1時30分～午後4時まで

解体費って
どれくらい？

税金って
どうなるの？


